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(令和3事務年度末）

歴一種－詞

酒税関係事務の現状と当面の課題

1 酒税関係組織の概要等

（1）国税庁

国税庁酒税課は、酒税の賦課に関する事務、酒税の保全に関する事務、酒類業の

発達、改善及び調整に関する事務等を所掌し、鑑定企画官は、分析、鑑定その他の

技術的事項に関する事務等を所掌し、そのいずれについても長官官房審議官が事務

を総括・整理している。

国税局においては、課税部に酒類監理官を置き、酒税課、鑑定官室、酒類業調整

官及び統括国税調査官（酒税担当）の事務を整理することとされている。酒類業調

整官（72名）のうち、 47名は派遣職員として県庁所在地を中心に税務署に配置し

ている。

税務署においては、広域運営中心署等（82署）に酒類指導官(132名）を置き、

酒税関係事務の大宗を広域運営により実施している。

（参考）局及び派遣の酒類業調整官は主として酒類の公正取引基準に関する事務や酒類業の振

興に関する事務を、署の酒類指導官は主として免許や課税に関する事務を担当している。

（2）独立行政法人酒類総合研究所

独立行政法人酒類総合研究所は、酒類に関する高度な分析及び鑑定、酒類及び酒

類業に関する研究、調査及び情報提供等を行うことにより、酒税の適正かつ公平な

賦課の実現に資するとともに、酒類業の健全な発達を図り、あわせて酒類に対する

国民の認識を高めることを目的として設置されている。

非公務員型の中期目標管理型法人とされており、常勤役職員数は46名（平成31

年4月現在）である。

（3）酒類業組合等

酒造組合、酒販組合といった酒類業組合等は、酒税の保全及び酒類業組合等に関

する法律（酒類業組合法）に基づき、酒税の保全に協力し、共同の利益を増進する

ため、全国や都道府県、税務署の管轄区域などを単位として、製造業、卸売業又は

小売業の業態ごと （製造業については更に酒類の品目ごと）に財務大臣の認可によ

り設立されている。



2酒税法の概要等

（1）免許関係

酒類の製造及び販売業（卸売・小売）については、酒税法上免許制が採用されてお

り、一定の要件に該当する場合には免許を与えないことができることとされている。

また、その具体的な取扱いは法令解釈通達で定め、免許の処理等について適切に運

用している。

なお、平成30年3月末現在において、酒類製造免許場数（各酒類を通じたもの）

は3,333場、酒類販売業免許場数（189,490場）のうち酒類卸売業免許場数は12,026

場、酒類小売業免許場数は177,464場となっている。

（参考）小規模製造を可能とする構造改革特別区域法（平成14年法律第189号）の酒税法の特例

措置（みなし適用を含む｡）の適用を受けている酒類製造免許場数は、 249場（その他の醸

造酒〔どぶろく〕 191場・果実酒32場・ リキュール26場） 【平成30年3月末現在】。

（2）酒類の区分及び税率等

酒税法では、酒類をその製法や性状に着目して発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及

び混成酒類の4種類に分類し、その分類ごとに異なる税率を適用することを基本とし

ている。 4種類に分類された酒類は、 さらに17品目の酒類（清酒、ビール等）に区

分されている。

（参考1）主な品目の税率(1KL当たり）

(参考2）酒税の課税状況

我が国の酒税の歴史は古く、明治32年度においては租税収入に占める割合が約

36％と首位を占めていた。現在の酒税課税額は約1.3兆円（平成30年度補正後予算

額（以下同じ)。租税収入に占める割合は約2％）であるが、酒税は景気の影響を

受けにくく、安定した税収として国家財政において重要な役割を果たしている。

品目別にみると、 4割超がビール（5,768億円）であり、発泡酒（937億円)、チ

ユーハイや新ジャンル飲料が大部分を占めるリキュール（1,866億円）を合わせる

と、これら低アルコール飲料でおよそ3分の2を占めており、清酒は約5％の602

億円である。 （平成29年度の課税事績の計数を集計）

（3）酒類の表示

酒類については、酒類業組合法第86条の5の規定により、酒税保全の観点から、

「酒類の品目、酒類製造業者の氏名又は名称、その製造場の所在地、内容量、アル

品目 ビール 発泡酒 清酒 果実酒 単式蒸留焼酎 ウイスキー

税率 22万円 22万円～

約13．4万円

12万円 8万円 20万円にア

ノレコーノレ20

度を超える

1度ごとに1

万円加算

37万円にア
ム

ノレコーノレ37

度を超える

1度ごとに’

万円



コール分、発泡性を有する旨・税率の適用区分（発泡酒及び雑酒に限る｡)」を酒類

の容器又は包装に表示することが義務付けられている。

また、同法第86条の6の規定により、上記の規定のほか、酒類の取引の円滑な

運行及び消費者の利益に資するため酒類の表示の適正化を図る必要があると認め

るときは、酒類の製法、品質その他これらに類する事項等について、表示基準を定

めることができることとされており、これに基づき、長官告示により 「清酒の製法

品質表示基準」等を定めている。

(参考1）酒類業組合法第86条の6の規定による表示基準（長官告示）

※民法の成年年齢の引下げ（20歳→18歳）に伴い、 「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」

を「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」に改定（令和元年6月)。

(参考2）上記のほか、酒類についても食品表示法、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産

地情報の伝達に関する法律などに基づく表示義務がある。また、食品表示法に基づく

詳細な表示ルールを定めた食品表示基準は、令和2年3月末に経過措置期間が終了し、

同年4月1日から全ての酒類に適用される。

(注）酒税法に基づく 「酒類の公正な取引」に関する制度については、後述8参照

税制改正

酒税改革

3

（1）酒税改革

平成29年度税制改正において、酒税法が改正され、類似する酒類間の税率格差が

商品開発や販売数量に影響を与えている状況を改め、酒類間の税負担の公平性を回

復する等の観点から、酒税の税率構造の見直しやビール系飲料等の定義の見直し等

が行われた。

イ酒税の税率構造の見直し

発泡性酒類のうちビール系飲料（ビール、発泡酒、新ジャンル）については、

その税率を1k@につき155,000円に統一することとされた。また、清酒と果実酒

については､税率格差を解消するため､醸造酒類の基本税率を1k@につき100,000

円に引き下げ、清酒と果実酒の特例税率を廃止することとされた。

なお、発泡性酒類及び醸造酒類については、税率の急激な変更が及ぼす消費者

表示基準 表示事項

清酒の製法品質表示基準 吟醸酒、純米酒、本醸造酒等

果実酒等の製法品質表示基準

(ワインの表示ルール）

日本ワイン等

酒類における有機の表示基準 有機の表示等

酒類の地理的表示に関する表示基準 壱岐、球磨、琉球、薩摩（蒸留酒)、 日本酒、

白山、山形、灘五郷（清酒)、山梨、北海道

(ぶどう酒）

二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示

基準
※

二十歳未満の者の飲酒防止の注意事項



及び酒類製造者等への影響を緩和する観点から、経過措置が設けられた。

具体的には、発泡性酒類に係る税率については、令和2 （2020）年10月及び令

和5 (2023)年10月から経過的な税率を適用することとし、改正後の本則税率を

令和8 (2026)年10月から適用することにより3段階で税率を統一していくこと

とされた。また、醸造酒類に係る税率については、令和2 （2020）年10月から経

過的な税率を適用することとし、改正後の本則税率を令和5 （2023）年10月から

適用することにより2段階で税率を統一していくこととされた。

ロ酒類の定義の見直し

ビールと果実酒の定義が改正され、ビールについては、麦芽比率が引き下げら

れるとともに、果実等の使用可能な副原料の範囲が拡大した。果実酒については、

使用原料が追加され、それぞれ平成30年4月からその適用が開始されている。

また、発泡酒についても定義が改正され、麦芽又は麦を原料に使用しない発泡

性を有する酒類のうち、その原料の一部にホップを使用しているもの、及びビー

ルに類似するものとして一定の要件を満たすものを追加することとされた。当該

定義の拡充については、令和5 (2023)年10月から適用が開始される。

（2）令和元年度税制改正（単純延長を除く）

構造改革特別区域内において清酒の製造免許を受けている者が、当該構造改革特

別区域内の特定の施設において清酒の製造体験を提供する場合には、当該施設内に

設ける一定の体験製造場をその者の既存の清酒の製造場と一の清酒の製造場とみ

なす措置を講ずることとされ、第198回通常国会に構造改革特別区域法の改正のた

めの法案が提出（6月7日） された。

4 「酒類行政の基本的方向性」の整理

酒税関係事務については、酒税の適正・公平な課税の実現に努めるとともに、酒

類業の健全な発達に向け、免許事務等の適正な法執行及び酒類業の振興に取り組む

こととしている。

特に、酒類業の振興については、平成30事務年度において、 「酒類行政の基本的

方向性」を整理し、国税審議会（酒類分科会）や酒レポート （酒のしおり）を通じ

て対外的にも説明した。当該基本的方向性においては、酒類業の振興に当たり、官

民の適切な役割分担の下、事業者や業界団体等が創意工夫を発揮して意欲的な取組

が行われるよう、国税庁はサポートや環境整備に取り組む等の基本的考え方ととも

に、国税庁としての具体的な取組を示した。

なお、各局・署に対する特留通達においては、基本的考え方として、以下を指示

したほか、局署の具体的な事務に当たっての留意点を指示した。

・ 当該基本的方向に沿って、酒類業の振興に一層積極的に取り組むこと

・ 免許事務等の法執行においても、相談や申請等の処理が事業者の事業活動に大

きな影響を与え得ることを踏まえ、事業活動の円滑化を図る観点から、丁寧な助



言等や迅速な処理に努めること

調査等についても、例えば、実施時期によっては事業活動に支障を生じること

もあり得ることを踏まえ、可能な範囲で酒類製造者の事情に十分配意しつつ、法

令等に従って事務を実施すること

5酒類業の振興

酒類業は歴史的・文化的に重要な地場産業を形成してきたほか、近年では、地方創

生やクールジャパンとして新たな価値を創出しており、その発展は地域経済や日本経

済の活性化等にも寄与するものである6

こうした認識の下、酒類業の事業所管官庁として、酒類業界のニーズや課題等の把

握に努めるとともに、関係省庁・機関等と連携・協調しつつ、酒類業の振興に取り組

むこととしている。

）これまでの経緯等

日本産酒類の輸出促進に係る取組については、平成24年5月に国家戦略担当大

臣が立ち上げた「ENJOYJAPANESEKOKUSHU(國酒を楽しもう）」プロジェクト （國

酒プロジェクト）によって､財務省、外務省、農林水産省等の関係省庁が一体とな

って、清酒･焼酎の認知度向上と輸出促進を国家戦略として取り組むこととなった。

その後、平成25年1月に閣議決定された「日本経済再生に向けた緊急経済対策」

において「日本産酒類の総合的な輸出環境整備」が、また、同年6月に閣議決定さ

れた「日本再興戦略2013」において、クールジヤパン推進の一環として「日本産酒

類の輸出促進」が盛り込まれ、 日本産酒類については、 「2020年までの輸出額の伸

び率が農林水産物・食品の輸出額の伸び率を上回ることを目指す」こととされた。

（参考1） 「日本再興戦略2013」においては、農林水産物・食品の輸出額については、 「2020年

に1兆円」との目標が設定され、その後、 「日本再興戦略2016」において目標の1年前

倒しが決定されている。

(1）

日本産酒類の輸出を促進するとの方針は、 「総合的なTPP等関連施策大綱（平

成29年11月24日TPP等総合対策本部決定)」に記載されており、当該関連施策

大綱は、 「経済財政運営と改革の基本方針2019 （令和元年6月21日閣議決定)」に

おいても「実施する」ものとして引き続き引用されている。また、 「成長戦略実行

計画・成長戦略フォローアップ・令和元年度革新的事業活動に関する実行計画（令

和元年6月21日閣議決定)」においても、 日本産酒類の輸出を促進する方針が盛り

込まれている。

(参考2）平成24年から平成30年までの7年間の日本産酒類の輸出額の伸び率は198.6％で、

農林水産物・食品の伸び率(101.6%)を上回っている。

（2）政府における日本産酒類の輸出拡大に向けた最近の取組

クールジャパン推進の一環として、國酒をはじめとした日本産酒類の総合的な輸



出環境整備について、関係府省で連携して取組を進めていくため、 「日本産酒類の

輸出促進連絡会議」 （構成員は関係府省の局長級。国税庁からは長官官房審議官が

出席）が年2回開催されている。

また、農林水産物の輸出額1兆円を達成するため、平成28年5月にとりまとめ

られた「農林水産業の輸出力強化戦略」に基づいた取組を推進していくため、 「輸

出戦略実行委員会」 （構成員は関係府省の局長級）が開催されている。同委員会の

品目部会として、平成28年7月、 「酒類部会」 （構成員は関係府省の課長級）が設

置されている。

平成30年4月13日に「琉球泡盛海外輸出プロジェクト」 （顧問：宮腰光寛内閣

府特命担当大臣（沖縄及び北方対策)）が立ち上げられた。内閣府沖縄振興局が中

心となって対応しており、酒類業を所管する国税庁も協力を行っている。平成32

年に沖縄県産泡盛の輸出数量を倍増(70KL)、平成34年に3倍(100KL) とするこ

とを目標としている。

（参考）平成29年輸出数量は29KL･平成30年輸出数量は31KL。

(3)国税庁における主な取組

酒類業は歴史的・文化的に重要な地場産業を形成してきたほか、近年では、地方

創生やクールジャパンとして新たな価値を創出しており、その発展は地域経済や日

本経済の活性化等に寄与している。

こうした観点から、国税庁においては、事業所管官庁として、引き続き、酒類業

界の課題やニーズ等の把握に努めるとともに、関係省庁・機関等と連携・協調しつ

つ、酒類業の振興のための取組を強化していく。

主な具体的取組としては以下の通り。

(ｲ）海外需要の開拓

○国際的な情報発信

日本産酒類の輸出促進のため、国際的行事等におけるプロモーション、海外

の酒類専門家の酒蔵等への招聰等により、 日本産酒類に対する国際的な認知度

や理解の向上に取り組む。

【平成30事務年度の主な取組】

・ フランスにおけるジヤポニスム2018の一環として各種イベントを実施

・ ロンドンのジャパン・ハウスにおけるプロモーション

・ 海外の日本産酒類専門家育成事業（酒類専門家9名を7カ国から招聰し酒

蔵の視察や酒類総合研究所によるレクチャーを実施）

・ 駐日外交官等酒蔵ツアー

･ G20の機会を活用したPR

○ビジネスマッチングの支援

酒類業者等に対する海外の輸入・流通業者とのビジネスマッチングの機会の

提供のため、海外の酒類見本市への出展支援やバイヤー招聰等に取り組む。



【平成30事務年度の取組】

・ 英国最大級の酒類見本市「ImbibeLive2018」にブースを設置し、酒類製

造業者等の出展を支援

・ 世界最大の酒類見本市「ProWein2019」への日本酒造組合中央会の出展を

支援し、国税庁としても、中央会の出展と連動したセミナー・商談会を実施

○酒蔵ツーリズムの推進

酒類製造者が自ら製造した酒類を訪日外国人旅行者等に販売した場合に消

費税に加えて酒税が免税となる「酒蔵ツーリズム免税制度」 （平成29年10月

施行）について、平成31年4月現在で149の酒類の製造場が免税販売の許可

を取得。引き続き活用促進に努める。

○政府全体の取組(JETRO、 JFOODO等）の周知と活用促進

JETROによる各種支援策、新輸出大国コンソーシアム、農林水産物・食品輸

出プロジェクト (GFP) 、 日本食品海外プロモーションセンター(JFOODO)等、

政府全体の取組について、事業者や業界団体に情報を提供し､活用促進を図る°

○関税や輸入規制の撤廃等の国際交渉

EPA等の国際交渉において、関税や輸入規制等の撤廃、地理的表示(GI)

の保護等を求めている。 （詳細は後述6）

(ﾛ）ブランド化の推進

○地理的表示(GI)の普及拡大

地理的表示(GI)制度は、酒類や農産品について、ある特定の産地ならで

はの特性（品質、社会的評価等）が確立されている場合に、当該産地内で生産

され、一定の生産基準を満たした商品だけが、その産地名（地域ブランド名）

を独占的に名乗ることができる制度。

国税庁では、国内外における酒類のプランF価値向上等の観点から、地理的

表示の指定や普及拡大に取り組んでいる。事業者等からの地理的表示の要望に

対しては、手続面・技術面で支援する。また、消費者等の認知度の向上に向け

たシンポジウム等を開催する。

（参考1）地理的表示(GI)制度に係る経緯等

･ WTO(世界貿易機関）協定の附属書であるTRIPS協定（知的所有権の貿易関連

の側面に関する協定）により、加盟国はぶどう酒及び蒸留酒のGIを保護するための法

的手段を確保することが義務付けられており、当該協定の国内担保措置として、平成6

年に「地理的表示に関する表示基準」を制定

・ 制度の更なる活用を図るため、平成27年10月に対象品目の拡大、指定要件の具体化

等の改正を実施

． なお、政府全体の知的財産戦略として策定される「知的財産推進計画2017」 （平成29

年5月内閣知的財産戦略本部決定）においても、 日本産酒類のプランF価値向上のため



の施策として、GIの活用促進等が盛り込まれている。

(参考2）地理的表示(GI)の指定状況

○ワインの表示ルールの施行

従来、国内では、国産ぶどうのみを原料とした「日本ワイン」のほか、輸入

濃縮果汁や輸入ワインを原料としたワインなど様々なワインが流通しており、

消費者にとって「日本ワイン」 とそれ以外のワインとの違いが分かりにくいと

いう問題があった。こうした状況を踏まえ、国税庁において、 日本ワインの定

義等を定めた「果実酒等の製法品質表示基準」 （ワインの表示ルール）を策定

し、平成30年10月から施行されている。

国税庁においては、 日本ワインの消費者向けシンポジウムや業界団体や研究

機関等を集めた情報交換会等を開催している。

（参考）ワインの表示ルールの概要

・ 国産ぶどうのみを原料とし、 日本国内で製造ざれた果実酒のみが「日本ワイン」と表

示できる。

． 「日本ワイン」のみが①地名、②ぶどうの品種名、③ぶどうの収穫年を表示できる。

※例えば、ワインの産地名として地名を表示する場合、その地名が示す範囲にぶどう

の収穫地（85％以上使用） と醸造地があること等、それぞれの表示に係る要件あり。

・ 海外原料を使用したワインは、表ラベルに「濃縮果汁使用」 「輸入ワイン使用」等の

表示が義務付けられている。また、地名やぶどうの品種名・収穫年を表示はできない。

(ﾊ）技術支援

○醸造技術等の普及の推進

各国税局の鑑定官室において、酒類製造者への指導や相談対応、鑑評会や研

究会等の開催、酒造組合等の講習会や審査会等への職員派遣等を通じ、酒類総

合研究所の研究成果をはじめとした先端技術等の普及を推進していく。

また、新規参入者等、技術基盤の維持・向上が必要と考えられる酒類製造者

に対しては、丁寧な技術支援に取り組む。

○酒類の品質及び安全性に関する支援

酒類の生産から消費までの全ての段階における酒類の安全性の確保と品質

水準の向上を図ることを目的として、酒類の製造工程の改善等に関する技術指

名称 産品 指定日 名称 産品 指定日

壱岐 麦焼酎 平成7年6月30日 山梨 ぶどう酒 平成25年7月16日

球磨 米焼酎 平成7年6月30日 日本酒 清酒 平成27年12月25日

琉球 泡盛 平成7年6月30日 山形 清酒 平成28年12月16日

薩摩 芋焼酎 平成17年12月22日 灘五郷 清酒 平成30年6月28日

白山 清酒 平成17年12月22日 北海道 ぶどう酒 平成30年6月28日



導を行う。また、酒類の放射性物質に関する調査・情報提供等により安全性を

確認しているほか、HACCP (X)の制度化に伴い、手引書の作成等、業界

団体の対応を支援する。

※重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法

○酒類総合研究所の取組

鑑定官室では対応できない高度な分析・鑑定及びその理論的裏付けとなる研

究・調査等については、 （独)酒類総合研究所で行っている（酒類総合研究所の

詳細は後述10) 。

(二）中小企業対策

中小企業が大半を占める酒類業界が社会経済情勢の変化に適切に対応できるよ

う、 日本酒造組合中央会（以下「清酒中央会」という。 ）の近代化事業をはじめ、

業界団体の各種の取組を支援しているほか、中小企業診断士等の専門家を講師と

した研修の開催、中小企業等経営強化法に定める経営力向上計画の作成支援等を

行う(清酒中央会の基金・補助金については後述7)。

また、関係省庁・機関や地方自治体等と連携しつつ、政府の中小企業向け施策

（相談窓口、補助金、税制、融資等）について、事業者や業界団体に情報を提供

し、活用の促進に取り組む。

6国際交渉

国税庁では、事業所管管庁として、民間では対応できない課題に適切に取り組むと

の観点から、関税や輸入規制の撤廃等の国際交渉を行っている。

（1）東アジア地域包括経済連携(RCEP)交渉

RCEPとは、ASEAN10か国に加え、 6か国（日本、中国、韓国、オースト

ラリア、ニュージーランド、インド）が参加する広域経済連携のことで、2013年に

第1回交渉を開始して以来、25回の交渉会合のほか、 7回の閣僚会合や2回の首脳

会議を行ってきた。 2018年内には実質的妥結には至らなかったものの、 RCEP首脳

会議では2019年に妥結する決意が表明されている。酒類に関しては中国・韓国の

高関税の引下げを中心に臨んでいる。

（2）日米協議

2017年2月に開始した日米経済対話においては､米国に対し､酒類容器(蒸留酒）

の容量規制の緩和について要望してきたところ、 2017年ll月に行われた日米首脳

会談において、米国側が本規制の緩和を検討していることを確認した。早期に容器

容量規制が緩和されるよう、在米国大使館等を通じ、引き続き米国に要望している。



また、 2019年4月に日米物品貿易協定交渉(TAG) (第1回）が開始されたと

ころ。交渉範囲は未定であり、今後事務方協議が行われる予定。

（3）日EU・EPA

2019年2月に発効した日EU･EPAでは、 日本側はワイン関税について即時撤

廃することとした一方、EU側は、①全ての酒類の関税即時撤廃、②「日本ワイン」

の輸入規制の緩和、③単式蒸留焼酎の容器容量規制の緩和、及び④GI 「日本酒」

等の酒類のGIの保護を行うなど、 日本産酒類の輸出促進に資する成果が得られた。

日EU･EPAの交渉妥結後に追加された、GI 「北海道｣、 「灘五郷」について

は、 EU側に保護の追加を求めている。

また、英国のEU離脱が本年10月末に見込まれており、 「合意なき離脱」 となれ

ば､離脱後即時に英国は日EU･EPAの適用対象外となる｡酒類関係については、

日EU・EPAで保護した英国のGI 「スコッチウイスキー」などが「合意なき離

脱」の影響を受けることとなる。 日英間における本件の取扱いについては、関係省

庁と連携し、英国側と協議している。

（4）その他

上記以外にも、 トルコ等とのEPA交渉のほか、台湾に対する泡盛・焼酎の高関

税率の引下げ協議、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故後に導入され

た輸入規制の解除・緩和の働きかけや非関税障壁の改善（例：ブラジルにおけるメ

タノール規制)、中国等とのGIの相互保護に係る協議等を行っている。

7基金・補助金等による業界支援

（1）信用保証其今

清酒中央会は、清酒製造業者の経営基盤の安定及び酒税の確保に資することを目

的として、清酒製造業等の安定に関する特別措置法（以下「安定法」 という｡）に

基づき酒造組合等からの拠出金と国からの補助金により 「信用保証基金」を設け、

清酒製造業者が清酒の製造に係る資金を金融機関から借り入れる際の債務保証事

業を実施している。

（参考）平成30年度末の信用保証基金残高32億01百万円

（うち、国からの補助金21億34百万円、業界からの出えん金10億67百万円）

（2）清酒製造業近代化事業費等補助金

清酒中央会は、信用保証事業のほか、清酒製造業者及び単式蒸留焼酎製造業者

の経営基盤の安定及び酒税の確保に資することを目的として、安定法に定める「清

酒製造業近代化事業」及び「単式蒸留焼酎製造業近代化事業」を実施している。

これらの事業については、元々は国からの貸付金及び補助金により基金を造成

し、その運用益により実施していた。平成21年の行政刷新会議において、「運用

益で事業を行っているものについては、基金相当額を国に返納し、必要額を毎年



度の予算措置に切り替えるべき」 との方針が示され、平成26年度までに補助金及

び貸付金を順次、国に返済し、基金運用の繰越金についても平成27年度に国に自

主返納した。現在は全額単年度の予算措置に切り替わっている。

清酒中央会では、本補助金により国際空港キャンペーン、海外の見本市への出

展等の日本産酒類の輸出促進への取組や東日本大震災で被災した事業者への利子

補給等の事業を実施している。

（参考）令和元年度清酒製造業近代化事業費等補助金（5億98百万円）

B酒類の公正な取引環境等の整備

（1） 「酒類に関する公正な取引のための指針」の制定。公表

酒類小売業免許の規制緩和に伴う需給調整要件（距離基準、人口基準）の廃止等

を踏まえ、平成18年8月に「酒類に関する公正な取引のための指針」 （以下「指針」

という｡） .を制定・公表した。

国税庁では、この指針の周知・啓発を通じた酒類業者の自主的な取組を推進する

ほか、後述の(3)の酒類の取引状況等実態調査に基づく改善指導を行うことで、公正

な取引環境の整備に向けた取組を行ってきた。

（2）酒税法等の改正及び「酒類の公正な取引に関する基準」の制定・公表

平成28年5月27日には、過度な価格競争を防止する等の観点から議員立法（酒税

法等の一部改正）が成立し、酒類の公正な取引につき、酒類業者が遵守すべき必要

な基準を定めるものとされた。この改正法を受け、平成29年3月31日に「酒類の公

正な取引に関する基準（国税庁告示)」 （以下「取引基準｣）を制定し、公表した。

この取引基準においては、①正当な理由なく、酒類を総販売原価を下回る価格で

継続して販売する取引（価格要件）であって、かつ、②自己又は他の酒類業者の酒

類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある取引（影響要件）を行ってはならな

いことを定めている。

改正法においては、この基準を遵守しない酒類業者に対し、 「指示｣、 「公表｣、 「命

令」及び「罰則」 （さらに酒税法に基づき「免許の取消し｣）を行えることなどが措

置されており、取引基準とともに同年6月1日から施行されている。

（参考）改正酒税法等の主な内容

． 「酒類の公正な取引に関する基準」の制定

・ 酒類販売管理研修の受講の義務化

・ 質問検査権の拡充

・ 公正取引委員会との連携強化（相互報告制度の創設） 等

(3)酒類の取引状況等実態調査の実施

平成29事務年度以降は、従来の指針に加え、新たに策定した取引基準に照らして

問題があると疑われ、かつ、市場に大きな影響を与える取引を行っているおそれが

あると認められる酒類業者を重点的に選定し、酒類の取引状況等実態調査を実施し



ている。

調査の結果、取引基準を遵守していない取引が認められた場合には、取引基準を

遵守すべき旨の指示を行い、また、指針に則していない取引が認められた場合には、

従前同様に改善指導を行うこととしている。

調査結果の公表に当たっては、平成29事務年度から、調査件数に加え、指示事案

の概要を公表するとともに、調査によって把握した問題取引とその指導事績につい

ても、可能な限り具体的に多数の事例を公表し、他の酒類業者において同様の取引

が行われないよう啓発している。平成30事務年度以降の調査分についても、同様に

公表していく。

（参考）取引状況等実態調査について、酒類販売場等が広範にある酒類業者に対しては、局間

連携調査を実施するほか、指示や改善指導を行った酒類業者のうち、引き続き改善状況の

確認が必要な酒類業者に対してはフォローアップ調査を実施することとしている。

（4）公正取引委員会との連携等

(2)の改正酒税法等により、公正取引委員会との間の相互報告制度が創設され、不

公正な取引方法に該当する事実があると思料された場合には、酒類業組合法第94条

第4項の規定に基づき公正取引委員会に対する報告を行うこととされている。

また、酒類の公正な取引環境の整備に向け、公正取引委員会と定期的な意見交換

を行っており、酒類の取引に関して問題等が把握された場合には、その解決に向け

た検討を随時行っている。

（注)従来から、公正取引委員会に対して、主に酒類の不当廉売事案の処理に従事させるため、

国税庁から3名の職員を出向させている。

（5）消費税転嫁対策

国税庁では、酒類業者が「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の

転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」に違反する行為を行っていると

疑われる事案が発生した場合に備えて、同法に基づく調査に係る事務運営指針等を

発出し、国税局酒類業調整官を中心とした指導・調査の体制を整備したほか、国税

庁酒税課内に「消費税価格転嫁等総合相談センター」 （内閣府に設置）の分室を設

置し、酒類業者に係る情報を受け付ける体制を整備している。

gアルコール健康問題

アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、国民の健康を保護し、安

心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的として、アルコール健康

障害対策基本法が制定され、平成26年6月1日に施行された。

同法において、国は、酒類の表示、広告その他の販売の方法について、酒類業者の

自主的な取組を尊重しつつ、アルコール健康障害を発生させるような不適切な飲酒の

誘引を防止するため、必要な施策を講ずるものとされ、平成28年5月31日に同法に



基づく 「アルコール健康障害対策推進基本計画」が閣議決定された。

この基本計画を受け、当庁においては酒類業者に対し、20歳未満の者への販売禁止

の周知を徹底することなどに取り組むとともに、酒類業界においては、広告・宣伝に

関する自主基準を改正し、テレビ広告における起用人物の年齢の引上げ及び飲酒の際

の効果音・描写方法の見直し等を行っている。

なお、WHO(世界保健機関）においても、 「適切でない」アルコールの摂取を健

康に与える重大なリスクの1つと位置付け、 「アルコールの有害な使用(harmfuluse

ofalcohol)を減らすための世界戦略（平成22年)」を採択するなど、アルコールの

有害な使用の削減に関する議論が行われている。

10独立行政法人酒類総合研究所の最近の動向

酒類総研は、明治37年に酒類の醸造技術を研究する国の研究機関（醸造試験所）

として東京都北区滝野川に設置され、平成7年に名称を醸造研究所に変更して広島県

東広島市に移転した。平成13年に公務員型の独立行政法人（酒類総合研究所）に移

行し、平成18年には非公務員型の独立行政法人となっている。

なお、北区滝野川に一部機能を東京事務所として残置していたが、東京事務所は平

成27年7月をもって廃止し、土地・建物等の資産を平成28年3月31日に国庫返納

した。

東京事務所の施設のうち、赤レンガ酒造工場（明治36年完成）については、平成

26年12月に重要文化財の指定を受け、平成28年3月31日に文化庁に移管された。

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」 （平成25年12月24日閣議決定）に

おいて、酒類総研については、以下のとおり整理されている。

①中期目標管理型の法人（独立行政法人） とする。

②日本産酒類の輸出促進という新たな政策課題に対する取組等の業務の拡充につ

いては、中小企業に過大な負担とならないよう配慮しつつ、民間による応分の負担

を求めるとともに、他の研究機関等との連携を強化する。

③東京事務所については、施設の文化財的価値にも配慮した上で、廃止を含め組

織・業務の抜本的な見直しを検討する。

この方針を踏まえ、第4期中期目標期間（平成28年度から令和2年度）において

は、酒税の適正かつ公平な賦課の実現、酒類業の健全な発達に加え、 日本産酒類の輸

出促進や地域振興の取組といった政府の重要方針を達成するための、①酒税法、酒類

業組合法の適切な運用のための取組、②酒類産業の振興のための取組、③酒類に関す

るナショナルセンターとしての取組を行うこととしている。

また、平成28年7月には、これらの取組強化のための組織変更も行った。
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国 税

陰
陰
（注）令沢、高松、熊本は、課税

署国

》
燗
】
陶

西島、 i冒
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(独)酒類総合研究所の概要

（1）設立 平成13年4月1日（明治37年に大蔵省醸造試験所として倉I設）

（2）事務所広島県東広島市

（3）常勤役職員数（平成31年3月末現在）

47名

目的

酒税の適正かつ公平な賦課の実現

酒類業の健全な発達を図り、あわせて酒類に対する国民の認識を高める

ｊ
○
○

４く

（5）主な業務

酒税の適正かつ公平な賦課の実現、酒類業の健全な発達に加え、日本産酒類の

輸出促進や地域振興の取組といった政府の重要方針を達成するため、①酒税法、

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の適切な運用のための取組、②酒類産

業の振興のための取組､③酒類に関するナショナルセンターとしての取組を行っ
ている。



酒類業組合等構成図表

(1)酒類業組合法に基づく組合

(国税庁所管） (国税局所管） (税務署所管）

酒造組

（税務署単位）
酒造組合連合会 7

（都府県単位） 33
合34
273

僅押剰

僖鰄塗動

(東京都、石川県、京都府、
兵庫県、和歌山県、岐阜県、
熊本県）

(2署以上単位含む。 ）日本酒造組合中央会

(全国単位)mM3m1)0101
１
７４

酒 造 組

（道府県単位）
合40

1,4"
日本蒸留酒酒造組合
(全国単位)m03(35233707

１
“

ビール酒造組合

(全国単位)THO3(3"1)83"
１
５(ビ － ル）

(果 実 酒）

I
甘味果実酒
ウイスキー類

スピ リ ツツ

リキュ－ル

雑酒のうちその性
状がみりんに類似
す る も の

※

卸売酒販組合15
（都道県単位） 317

全国卸売酒販組合中央会
（全国単位)mO3(3551)"16

１
配(卸 売） (奄美大島地区）

卸売酒販組合8
（複数府県単位） 254

1[繍繍課撚溺誇聯繍鯛
三重）

高知）

※
卸売酒販組合連合会

（県単位）

卸売酒販組合 6
（税務署単位） 1”

１
６

(沖縄県）

小売酒販組合連合会44
（道府県単位） 理

小売酒販組合理
（税務署単位) 41,458

全国小売酒販組合中央会
（全国単位)mO3(3714)0172

１
蛤売）(小 (2署以上単位含む。 ）

小売酒販組合 2

（都県単位） 3,391
小売酒販組合 3
（税務署単位） 197

(東京都、香川県）

※
■■■■■■■■

(沖縄県）
(動主な任意団体

（みりん－種）一
一

(果 実 酒）

(みりん二種） (果 実 酒）

北陸ワイナリー協会
（北陸地区)THO76(46945"

全国地ビール醸造者協議会 1

（全国単位)mO3(5卿甜四89
１
５(ビ － ル） (果 実 酒）

係 ゞ ゞ' 匡悪思壼嘉臺~到
(洋ゞ㈱入' E燕雨悪罵~ヨ

(果 実 酒）

(注）1．各欄の計数は、上欄が組合数、下欄が組合員（会

員）数である。 （平成訓年3月末現在）

2．※は、各中央会における準会員である。
全国酒類業務用卸連合会 1
（全国単位）Ⅲ鯛(3“1)鋤55156

(業務用卸）

山梨県ワイン酒造組合 1
(県単位） 78

山形県ワイン酒造組合 1
(県単位） 14

小売酒販組合連合会 1
(県単位） 6

小売酒販組合 6
(税務署単位） 帥7



酒類の製造免許の概要

(注）試験のために酒類を製造しようとする場合（いわゆる試験製造免許の場合）は最低製造数量基準を適用しない。

目
ロ

ロロ

最低製造数量基準（法7条関係）

最低製造

数量

兼造の場合の最低製

造数量不適用品目

兼造の場合の製造

数量の通算

免許の要件（法10条関係）

人的

要件

場所的

要件

経営基

礎要件

需給調整

要件

技術・設

備要件

特区法の対象

特定

酒類

特産

酒類

摘要

清酒

酉
、
、
〃
び

室
月

Ｑ
Ｑ
か
ｆ成

今
ロ

連続式蒸留焼酎

単式蒸留焼酎

みりん

ビール

果実酒

甘味果実酒

ウイスキー

ブランデー

原料用アルコール

発泡酒

その他の醸造酒

スピリッツ

リキュール

粉末酒

雑酒

60

kl

60

60

10

10

60

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

単式蒸留焼酎、

みりん、 リキュール

みりん、 リキュール

みりん、 リキュール

ブランデー

ブランデー

リキュール

リキュール

リキュール

リキュール

清酒と合成清酒を兼造

する場合は、合計して

60k1

連続式蒸留焼酎と単式

蒸留焼酎を兼造する場

合は、合計して60k1

果実酒と甘味果実酒を

兼造する場合は、合計

して6k1

ウイスキーとブランデ

－を兼造する場合は、

合計して6k1

原料用アルコールとス

ピリッツを兼造する場

合は、合計して6k1

○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

’
I

かっこ書は特区
法を適用した場
合の最低製造数
量

I

○

(Okl)

○

(0kl)

○

(2kl)

○

(0kl)

○

(Okl)

○

(1kl)

｢特産品焼酎」

の特例あり

｢地場産米使

用みりん｣の特

例あり



酒類の販売業免許の区分及び種類とその概要

区分とその意義 種 類 と そ の 意 義

I■■■■■■■■■■■

消費者、料飲店営業

又は菓子等製造業者

対し、酒類を継続的

販売することを認め

れる酒類販売業免許

■■■■■■■■■■■■■■■

酒類販売業者又は酒

類製造者に対して酒類

を継続的に販売するこ

とを認められる酒類販

売業免許 ’
［

販売場において、原則としてすべての品目の

酒類を販売することができる酒類小売業免許

2都道府県以上の広範な地域の消費者を対

象として、商品の内容、販売価格その他の条

件をカタログを送付する等により提示し、郵

便、電話その他の通信手段により売買契約の

申込みを受けて当該提示した条件に従って酒

類を小売することができる免許

酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、

酒類を販売することを認められる酒類小売業免

許（期限付酒類小売業免許等）

原則としてすべての品目の酒類を卸売するこ

とができる酒類卸売業免許

許

ビールを卸売することができる酒類卸売業免

果実酒、甘味果実酒、 ウイスキー、ブランデ
ー

、 発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、 リ

キュール、粉末酒及び雑酒のすべて又はこれら

の酒類の品目の1以上の酒類を卸売することが

できる酒類卸売業免許

輸出される酒類、輸入される酒類又は輸出さ

れる酒類及び輸入される酒類を卸売することが

できる酒類卸売業免許

自己の会員である酒類販売業者に対し店頭に

おいて酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が

持ち帰る方法により酒類を卸売することができ

る酒類卸売業免許

自己が加入する事業協同組合の組合員に対し

て酒類を卸売することができる酒類卸売業免許

自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売す

ることができる酒類卸売業免許

酒類事業者の特別の必要に応ずるため酒類を

卸売することを認められる酒類卸売業免許

酒類製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売

業免許

許

酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許

酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免

期限付酒類卸売業免許

酒類製造者又は酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理すること （営利を目的

とするかどうかは問わない。 ）を認められる酒類の販売業免許

他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介すること （取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引

内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいい、営利を目的とするかどうかは問わな

い。 ）を認められる酒類の販売業免許

一

般酒類

小売業免許

通信販売酒類

小売業免許

特殊酒類

小売業免許等

酒類小売業免許

酒類卸売業免許

全 酒 類

卸売業免許

ビ ー ル

卸売業免許

洋 酒

卸売業免許

輸出入酒類

卸売業免許

店頭販売酒類

卸売業免許

協同組合員間

酒類卸売業免許

自己商標酒類

卸売業免許

特殊酒類

卸売業免許等

酒類販売代理業免許

酒類販売媒介業免許



酒類製造･販売業免許場数の推移

区分

年月日

総数として長期的には減少傾向にあるものの､近年､果実酒の人気の高まり等から増加傾向に
ある。

(卸売業免許）
近年は若干の増減はあるものの､地場卸の統合や系列化･集約化が進んだことにより､全体とし
ては減少傾向にある。

(小売業免許）
規制緩和を進めてきたことから平成20年度頃まで増加傾向にあったが､近年は減少傾向にあ
る。

製造免許 卸売業免許 小売業免許 合計

平成 5．3．31現在 3301 18〃1 159300 180322

6．3．31 ”73 18014 160ユ12 181399

7．3．31 ”61 17β18 161338 182417

8．3．31 3242 17474 162406 183J22

9．3．31 3288 17ユ17 166β83 187288

10．3．31 3369 16847 171β48 192β64

11．3．31 3356 16β27 175095 195β78

12．3．31 3333 1“89 177482 197304

13．3．31 3299 16250 176β73 19M22

14．3．31 3254 15983 182022 201259

15．3．31 3216 15756 184口99 203571

16．3．31 3J65 15β99 193226 211490

17．3．31 3ﾕ46 14417 197411 214974

18．3．31 3ユ39 13992 196460 213,591

19．3．31 3J41 13633 201272 218046

20．3．31 3150 13373 201874 218397

21．3．31 3J16 12945 199366 215427

22．3．31 3β90 12498 184072 199660

23．3．31 3106 12062 181β89 196β57

24．3．31 3ユ07 11β85 180781 195,573

25．3．31 3081 11β15 180β87 195283

26．3．31 3089 11490 181106 195β85

'7．3．31 3β96 11529 180”6 19”51

'8．3．31 3ユ50 11β52 179β44 194446

29．3．31 3J84 11308 179245 194137

30．3．31 3333 12026 177464 192β23



酒税率一覧表(平成18年5月1日～）

1 ．酒税法第23条関係
(※）ホップ等を原料の一部とした酒類で次に掲げるものは、その他の発泡性酒類に含まれる。
1糖類ボジプ､水及び一定の物品(注)を原料として発酵させたものでエキス分2度以上のもの(そ
の他の醸造酒）
（注） 「一定の物品」 とは、次のものをいう。
イたんぱく質物分解物（大豆を原料とするもの）及び酵母エキス又はこれらとカラメル
ロたんぱく質物分解物（えんどうを原料とするもの）及びカラメル又はこれらと食物繊維
ハとうもろこし、たんぱく質物分解物（とうもろこしを原料とするもの)、酵母エキス、アル
コール、食物繊維、香味料、 くえん酸三カリウム及びカラメル

2麦芽及びホップを原料の一部として発酵させた発泡酒(麦芽比率が50％未満のもの)に、大麦又は
小麦を原料の一部として発酵させたアルコール含有物を蒸留したスピリッツを加えたものでエキス
分2度以上のもの（リキュール）

2．租税特別措置法第87条の2関係
次の品目のうち、発泡性のない酒類で、アルコール分13度未満のもの（リキュールについては12度未
満のもの）については、 1の表にかかわらず、次表の税率を適用する。

3．租税特別措置法第87条及び第87条の4関係
次の品目のうち、前年度の課税移出数量がそれぞれ1,300kl以下である者（前年度の課税移出数量の
合計が10,000kl超の酒類の製造者を除く）が､当年度に移出する酒類の200klまでのものについては、
1の表により算出した酒税額を次表の割合で軽減した酒税額とする。
なお、前年度の課税移出数量が1,000kl超～1,300kl以下の場合には上段の軽減割合、 1,000kl以下
の場合には下段の軽減割合を適用する。

(注）1 東日本大震災により酒類の製造場に甚大な被害を受けたことについて国税庁長官の確認を受けた
製造者は、上記の割合で軽減した酒税額を6．25%軽減した酒税額とする。 （平成30～令和2年度）

2 当該免許を受けた日から5年を経過する日の属する月の末日までは経過措置が設けられており、
下記に応じた軽減割合が適用される。
・ 平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に初めてビールの製造免許を受けた者にお
ける軽減割合は、当該免許を受けた日から5年を経過する日の属する月の末日までは15％（平成
27年度以降は15%又は7.5%)

・ 平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に初めてビールの製造免許を受けた者におけ
る軽減割合は、当該免許を受けた日から5年を経過する日の属する月の末日までは15％

酒類 の 分 類 アルコール分等 1 kl 当 た り 税 率

○発泡性酒類（基本税率) 220,000円

’
１
１

口

ビ ー ル

発 泡 酒

-■‐~+一■■一■■■一一－6－■一p■.■や一一一寺■■－－4cC一一一画一一一一寺一写一一■●一一や一一一一e■

その他の発泡性酒類

’ 220,000円

麦芽比率50%以上又はアルコール分10度以上

麦芽比率25%以上（アルコール分10度未満）
D色－－0■■一ー■一ー一 一一一一函一■ー一一一一 q■一一■■■U■一■、

麦芽比率25%未満（アルコール分10度未満）
･画一ゎ隼再■~←■■一－一一0－Q四一■‐甲、ー｡■■■■■■■■■一~一一－一・e■一一ーー－6毎■■心■一■一一1■c睦Ⅱ■■ーー1■ー■ーﾛ■■Ⅱ■一一…一ーローI■ーロﾛ■ﾛ・■Ⅱ■叫■一■■1■■■

ビール及び発泡酒以外の品目の酒類のうち
アルコール分が10度未満で発泡性を有する
もの（※）

一｡■

一幸■■｡■

220,000円

178, 125円
po■一一U■旬一一÷－一一一一一一一一一一一一一一一一一

134,250円
申｡■q■－1■－台－両一一‐－－－－－ー一写一一－5－◇一一一ｰ◇←幸一＝ー●ーや一一◇■凸学0－－■■争勺ー

80,000円

○醸造酒類（基本税率） 140,000円

清 酒

果 実 酒
再一一一一一一一

120,000円

80,000円
p一一■－－－■－－ローU－－●－－－－－｡

|その他の醸造酒’ ’'40,000円
■の一ＣＦ 一一卑一Ⅱ■一一Ⅱ■ー61■一一■Ⅱ■

○蒸留酒類（基本税率）

；
ウ イ ス キ －

ブ ラ ンデー

ス ピ リ ツ ツ ’

21度以上 200,000円に20度を超える1度ごとに10,000円加算
21度未満 200,000円

37度以上

37度未満 ’

200,000円に20度を超える1度ごとに10,000円加算
200,000円

pF－＝寺一●一一●÷一一一●ー－一一一一一一一一一÷一一一 ←マーーーー→ ▲一 一一二－4＝＝■ ■ニユロadユーヰーー今△一－－ニュー一一－二■＝■里L △ ■凸 ■凸邑＝■ ■■ ＝q F－－一壬一マーーーーー

370,000円に37度を超える1度ごとに10,000円加算
370,000円

連続式蒸留焼酎

単式蒸留焼酎

原料用アルコール

21度以上
21度未満

○混成酒類（基本税率）

合成清酒

21度以上 220,000円に20度を超える1度ごとに111000円加算
21度未満 220,000円

100,000円

|み り ん | | 20,000円

口

や■｡＝一一面マ ワロ ー■ ●一一一一十一一一守一二一■＝凸 ■一一早今一一一‐■一年一ユーー一宇＝‐一＝

甘味果実酒
リ キ ュ －ル

粉 末 酒
一一一一一一一一一｡■ー

雑 酒

一一一■中一

画一･←●一一一一凸一一凸一一一一一一一今一一一一｡一一ロー■ー手中 ローー■一~＝

13度以上
13度未満

＝とウむら→●－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一÷→一一一一一÷一一宇 ローユロ■ 画■ ■詞＝凸 守一一一宇 ■＝一一一や曲函■■中■ーユーロ● ロー■面■ ■■ 『＝‐舍宇ー 一 寺 一一一一争七一一一争一一

120,000円に12度を超える1度ごとに10,000円加算
120,000円
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品 目 アルコール分等 1 kl 当たり ；兇率

酎
酎
ニ
ッ
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鱈
キ
デ
ッ
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留
留
蒸
ス
ン
リ
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蒸
式
蕊
イ
ラ
ピ
キ

浦
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里
舎
潅
ブ
ス
リ
〆

9度以上13度未満

9度未満

80,000円に8度を超える
1度ごとに10,000円加算

80,000円

品 目

軽減割合

平成30

年度

令和元

年度

令和2年度

～9月 10月～

令和3

年度

令和4

年度

焼
実
当

留
果
該

蒸
、
に

酎
酒
す

鵜
辮

酒
式
発
る

清
単
の
限

蒸
泡
ｊ

(そ
るも
の
の
他
に

10％

20％

10％

20％

10%

20％

10%

20％

10％

20％

10%

20%

繕縄総轄窪洋聯
に 10％

20％

10％

20％

10%

20％

20％

28.9％

20％

28.9％

20％

28.9％

合成清酒、発泡酒（注1）
5％

10%

5％

10％

5％

10%

5％

10%

5％

10%

5％

10%

ビール（注2）
7.5％

15％

7.5％

15％

7.5％

15％

7.5％

15％



と課税額の推移酒類課税数 量
(万KL) (兆円）
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｢課税額」
平成9年以降､2兆円を下回っている｡また消費者の
低価格志向により税率の低い酒類へシフトし､課税数
量の減少割合よりも課税額の減少割合が大きくなっ
ており、ピーク時(昭和63年度)の約6割まで落ち込ん
でいる。
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2平成30年度は速報値である。
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酒税収入の状況（平成29年度）
蕊鱗蕊蕊蕊蕊議鍵灘擬態鱗識鋤織懲f蕊蕊鎮雑鋒灘撫灘議耀鶴蕊蕊蕊騨鑑鶴騨 織蕊蕊霞鍵蕊嬢 鴬蕊

○酒税収入の内訳○国税収入の内訳
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(注） 課税事績の計数を集計(注） 平成29年度決算額



騒頚

類似する酒類間の税率格差が商品開発や販売数量に影響を与えている状況を改○妻

め、 する等の観点から、笥『 旦｣信 』 ．』ム舌>陸

の税率格差の解消､ビールの定義拡大など､酒税改革に取り組む。

○この改革は､厳しい財政状況や財政物資としての酒類の位置付け等を踏まえ､説

収中立で行う。

○税率の見直しに当たっては、消費者や酒類製造者への影響に酉己盧して､ナ分な経

過期間を確保しつつ段階的に進める。
その都度、経済1

一■室園

犬況を踏まえ．酒禾
■■

、

三ノ 党の負担の税率の段階的な見直しについては、

変動が家計に与える影響等存勘案して検討を加え､必要があると認めるときは､その

結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

○今回の酒税改革により、酒類製造者が消費者にとって真に魅力ある商品の開発に

経営資源をシフトすることや､地域の特色を活かした魅力ある商品の開発が進み､地

方倉1生の牽引役となることが期待される。
グランド価値ノ Ⅲさらに､国際的にも評価される商品の開発が進み、

上や、日本の酒類産業の国際競争力の強化にもつな日本の酒類産業の国際競争力の強化にもつな

の向幸》四杢目C

がる。

F1
ママ

丁
■■

■■■

’



平成29年度

税制改正酒類の税率構造の見直し
…

○ビール系飲料の税率について､令和S年10月に、1kg当たり155,OOO円(350mg換算54.25円)に一本化
する(S段階で実施)。

○醸造酒類(清酒､果実酒等)の税率について､令和5年10月に、1kg当たり100,OOO円に一本化する(2
段階で実施)。

○その他の発泡性酒類(チユーハイ等)の税率について､令和S年10月に、1kg当たり100,OOO円(350mg
換算35円)に弓|き上げる。これにあわせて､低アルコール分の蒸留酒類及びリキュールに係る特例税
率についても､令和B年10月に弓|き上げる。

○税率の段階的な見直しについては､その都度､経済状況を踏まえ､酒税の負担の変動が家計に与え
る影響等を勘案して検討を加え､必要があると認めるときは､その結果に基づいて所要の措置を講ずる。

暴蕊塞必ｲ簿'三j溺酒さ桑案溌J1＃？;
I ：燕?．， 『 ･ ’･ ‘ ･････息･･&･･･ ･f･…･･骨･･…& ?･･空理窪･垂・さ･;．． :4．．．．．．A“･ ･･ ･'･･息 ･ ‐

（注)税率は1期当たり (注）税率は350帆換算

『一言三J口 ロ

|遡万門

函
翻

＆フ属熈

n万円

亮言~葉迎互巴
4gqq牌

35門
一m一mーー…ー一宇F■■■＝

チュ…八冬等 28円8万縄

１
１

R2.10 R5．10 RB.10R2．10 R5．10 RB．10R2．10 R5.10 RB．10

<＊）麦芽比率25鏥未溝の発泡灘二係る税率 (掌）低アルコール分の｢蒸留酒類』

及び『リキュール』Iこ係る特例税率(下限税率）

低ｱﾙ蒸留鰐(率）



’
’ 平成29年度

税制改正ビールの定義の拡大
…壗鍔一旦、…塊: ､5．-口･量.△と坐…:諾臼…ﾔ雨H稲…壗鴇鞍f鯲吾 V罰吾辮… やF簿

/己~盃○改正前の「ビール｣の定義(＝｢ビール｣と表示して販売できる商品の範囲)は､麦芽比率は67％以、
上とされ､麦芽､ホップ及び水以外に使用できる副原料は､麦、米、とうもろこし等に限定されていた。

（多様な副原料を用いた商品や麦芽比率が若干低い商品は、「ビール｣と同じ税率が適用されるが、

分類上は｢発泡酒｣となり、「発泡酒｣と表示して販売することが求められる。）

○地域の特産品を用いた地ビールの開発を後押しする観点や､外国産ビールの実態を踏まえ、平成

30年4月に､麦芽比率50％以上の商品や､副原料として果実(果肉･果皮)や一定の香味料を少量用

いている商品を､ビールの定義に追加。

（注)追加副原料の重量は、麦芽の重量の5％までとする。 ノノ、

…
一
Ｉ一

腿一
》
》

主原料（麦芽、ホップ、水）

副原料(麦､米芳うもろこし等）
〆

ヨ100％
麦
芽
比
率

､

I

ロ

＆ロ

と首蛍､当＝－，.ロー＝,ﾛﾛ白＝＝自一＝＝＝＝,､ロー盲一＝＝一－ロ
ず､ ,, 9 . , F ．

67％

i基
（見直し後）

50％ １
１
１

|発泡酒’
｢発泡性」を有するもの）(麦芽又は麦を原料の一部としたもので

0%
－．些郵-.=四一 曲上－．－．■一一晋全山上■呈一坐一■…－今一七吟………己七.…一一蹄…玉……師一雷卸胡…＝ 一ローマ 亜埋＝＝ゴ 寺面.西

(＊）一定の香味料:ビールに香り又は味を付けるために使用する香辛料､ハーブ､野菜､蜂蜜等



畷函ビール系飲料の範囲拡大

○ビール系飲料の税率一本化に向けて､新ジャンルのほか､将来的に開発されうる類似商品も含め

てその対象に取り込めるよう、ホップを原料の一部とする商品や、苦味価や色度が一定以上の商品

を発泡酒の定義に追加することとし､ビール系飲料の第2段階の税率見直しとあわせて､令和5年10

月より実施する。

税率(SSom"換算）

｢~雲~舂司

r""a

(※1）新ジャンル以外でホップを使用する発泡性酒類の税率は､ビール並びとされている。

(※2）税率見直しの第2段階では､新たに発泡酒に追加される酒類(新ジャンル以外)の税率は､ビール並びとする。
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発泡酒 シ麦芽を使用万
、

、 . § : : i : 2 ： ． ‘

1℃J46:99円

’ 新ジャンル
その他の発泡性酒類

ヅエンドウたんぱく･ホップ等を使用

ゾ発泡酒(ホップ使用)に麦スピリッツを混和

ゾその他(チューハイ等）

28.00円
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発泡酒
シ麦芽を使用三

ｼﾎｯプを使用Lを1
ゾその他のビェノ 及商品【苦味価占色 度三三重

、
△【上ユ△塗ﾛ 舟

戸… 卜圧

鄙

二､、イ、イ
臣

5425円

その他の発泡性酒類 ゾその他(チューハイ等） 35.00円
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令和元年度

税制改正

構造改革特別区域における清酒の製造体験のための酒税法の特例の概要(案）
能

鱗鍵鶴羅欝溌議灘蕊懲 蕊蕊蕊蕊譲蕊鍵蕊蕊蕊蕊蕊灘騨鍵鍵
尤知ロ中田三b■■沖pH q品｡ F手 副砥■………DP

、
ノ

構造改革特別区域内において清酒の製造免許を受けている者が、当該構造改革特別区域内

の特定の施設において清酒の製造体験を提供する場合には、当該施設内に設ける一定の体験

製造場をその者の既存の清酒の製造場と一の清酒の製造場とみなす。

…

蝿再Z

琴

ダ

<地域の魅力の増進に資する施設〉
；

I
－一一DB

零
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篭
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ぜ

親

許

器

； 特区計画において清酒の特色

や地域文化の深い理解に繋が

るものと認定されたもの:ゞ ii :!;‘

樹､餡……息黙” 〆

一

…
－一

、
‐
Ｉ

特区計画において地域の魅力

の増進に資する施設とされた

施設内に設置されたもの蕊i! '';: :: ;ゞ1 ノ

了う津'5弓
､贈鯛……錦需……蝿…………一 纐

一つの清酒の製浩場とみなす
；



酒類の表示制度について

酒類の表示制度は、酒税の確保（高率である酒税の保全） 、酒類の取引の

安定（消費者の利益に資する等)を目的に、酒税の保全及び酒類業組合等に

関する法律（以下、酒類業組合法という。 ）により規定されている。

表示内容については、消費者の利益に資する側面や財政物資としての側面

など様々な観点から成り立っているが、特に酒税の確保の観点から必ず表示

が必要な事項については、酒類業組合法86条の5により表示義務として規

定されているところである。

その他の表示事項については、必要に応じて国税庁長官告示により規定す
ることとしている。

表示内容根拠法
“
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品目ご製造者名ﾐ■製造場の所在地

内容量、ｱﾙｺｰﾙ分 j■ ■
等を容器琴■1包装に表示することを
義務化している f

酒類業組合法

■白6条の5二§■
①酒類の品目等の

表示義務
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ﾛ清酒の製法品質表示基準
:‘;蝿:J‘ :;』 ､ ､ ﾙ ･ 『: : . :: ．､ : :宛, ‘ ゞ.; :｡ :｡ . ;:刺‘ %,

P二十歳未満の者の飲酒防止に
関する表示基準 I# ｣ "

. ． : : E ‘ ． ． . . .

J等を告示により規定している

酒類業組合法

■8s条め6§J三
②酒類の表示の基準

■
ｄ
ｄ
Ｆ
ｑ
■
Ｐ
●
■
口
叫
も
４
“
ず
“

＝

目的：酒税の確保、酒類の取引の安定

(表示例一清酒の場合）

純
米
酒

お
酒
は
二
十
一
歳
に
な
っ
て
か
ら

｢二十歳未満の者の飲酒
防止に関する表示基準」 國

酒
｢清酒の製法品
質表示基準」

(品目）

瞳繍
(内容量）

(アルコール分）

清酒÷･一・一・一‘
米(国産)、米こうじ(国産米）

60％

○○県○○市1-1-1÷･一

会念澪撞舘.--
15度以上16度未満÷･一
令和元年5月

一● I■■■■■ ● 1■■■■■ ●一● I■■■■■ ● 1■■■■■ ● 4■■■■■ ● 1■■■■■

一

」

品 目

＞原材料名
＞精米歩合

製造者 ）■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ●一● ■■■■■■ ■－、一■一

■■■■■■ ● ■■■■■ﾛ■■ ●一■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■ ● ■■■■■■■ ■■■■■■ ■－

1■■■■■ ● ■■■■■■ ■ 4■■■■■ ● 1■■■■■ ●一● 0 1 ● ﾛ ト ● q

内容量

アルコール分

＞製造年月

一三土._1.-.－．一.一.－．－．

i①酒類の品目等の表示義務 ｜
i によるもの ，
1..-。 ,＝.．・一・・.－，・ ‘＝■■・ ‘■.■■・ ‘■■■■。 !＝■■・ ‘－－． ，■■■■。 !■■■■･ ‘■■■■・ ‘■■■■・■ロロ■■・ ‘■■■■・一・一・一・

②酒類の表示の基準によるもの



酒類の表示基準制度の仕組み

1 法律の仕組み

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律

(D酒類の表示の基準

①酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため、

表示の適正化を図る必要があると認められるとき

…． ．…．…．…………………. 、表示の基準を制定（法瞭の6①）

（注） 表示の基準を制定するときは、国税審議会に諮問（法稲条の8）

②表示の基準を制定したとき．…………. ． ．….………． ．……．……．…告示（同②）

③表示の基準を遵守しない者があるとき…. ．…………….…. . ．…指示、公表（同③④）

(鋤重要基準

①(Dのうち特に表示の適正化を図る必要があるもの

…． ．……． ． ．………．……． ．…． ． ． ． ．重要基準を制定（法別条の7）

（注） 重要基準を制定するときは、国税審議会に諮問（法稲条の8）

②指示に従わないとき． ．……………………………………遵守命令（法鮎条の7）

③遵守命令に違反した者． ．……….…．…………． ．………………罰則（法98条二）

2表示の基準を定めることができる事項

酒類の製法、品質その他の政令で定める事項

(令8条の4）…………①酒類の製法、品質その他これらに類する事項

②酒類の特性と地理的な産地との関係に関する事項

③噸未満の者の飲酒防止に関する事項

④酒類の消費と健康との関係に関する事項



酒類の表示の基準を遵守していない場合の措置

対象ごJ指示志命令等に違反した者W固別業者）対象Ⅱ:):酒類業者全体 罰則の効果

公表

(法86条の6④）
酒類の表示基準
（告示）

(重要基準)一＝0 基準の遵守指示
(法86条の6③）

I■■一一一一一4■■ 4■■ イ■■ 1■■

|特に表示の適正化を図る｜
｜ 必要があるものとして ！
｜ 財務大臣が定めるもの i
1 0

（告示） ，l

I

l

l－－－－－－－－｢I

基準の遵守命令
（法86条の7）

免許取消一
（
命
令
に
違
反
し
た
者
）

国税審議会の諮問
（法86条の8） 製造免許の取消し…酒税法12二(10条7号）

販売業免許の取消し…酒税法14条二(10条7号）
罰則適用の前に､違反を指摘された業者が、
具体的に改善を図るための機会を設け､その
適正化を図る

(注)法＝酒説の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号）

罰金
(50万円以下）
(法98条二）



平成31年3月13日酒類分科会(国税審議会)資料

(その後若干の改訂あり）酒類行政の基本的方向性
騨蕊驚鍵灘蕊

蕪…

1．国税庁の任務

①内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現②酒類業の健全な発達③税理士業務の適正な運営の確保

聖一一些一ムーロ壺一莞S一~で 一一・~~.〒了一………ー

甑

2．酒類業界の概況
………＝…一WⅡW■■一……匹一一ﾛ鴎L……舟EL＝－令毎… 苧L………今…■■ ユ配巴 Lq■L－…一叩g①叩丘…㎡…－－－■■■一▲凸酉 ■ロロロロロロロロロロロロロロロロロ■早 早q ■早口=ローロロロロロ■■■■■ 一ロワ ロ

○近年、低アルコール飲料のほか、純米酒、ウイスキー、ワイン、クラフトビール等も拡大

○日本産酒類の海外での評価が高まり、輸出が増加。世界の食市場は今後も拡大見込み

I酒類の国内市場は量的に飽和し、

全体としては縮小傾向

価格競争が過度にわたる場合事§o篝別化や海外展開等で成長している事業者も少なくない業者の体力を弱める

霞○異業種や”三tｱﾝプ?更'引き海外からの参入の動きも見られる
鎧‘:…"‐ ＝…菖塁一 ……~噂癖…､よ‘劇駕~胃f議蕊蕊灘驚き_:蕊灘鍵蕊鵜鍵蕊議
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灘鍵亀
3"#酒類業界の主な課題

貝

■

や

識§
､鍵

(4)公正取引の確保(3)技術の活用と人材等の確保

「酒類の公正な取引に関する

基準」や「酒類に関する公正

な取引のための指針」の遵守

を通じた公正取引の確保

･伝統技術の継承・発展

･デジタルツールの活用

･事業承継

･適正な販売管理の確保

驚謹…麗“
農商工連携、異業種連携

従来の枠にとらわれない新たな

価値機軸の展開・訴求

鴬 蕊鍵騨蕊蕊鍵繍亨癖簿樽驚


